
子供のための情報モラル育成プロジェクト 

テーマ「子どもたちを守るための緊急アピール」 
副題「ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安全な使用について」 

実施主体：群馬県館林市教育委員会 
協力団体：群馬県館林市小学校長会、館林市中学校長会 
     群馬県館林市小中学校ＰＴＡ連合会、館林市子ども会育成団体連絡協議会 
     群馬県館林市青少年育成推進員連絡協議会、館林市青少年センター補導員会 

《取組の概要》 

 本市では毎年、小学校６年生と中学校３年生の児童生徒及び保護者を対象に、子ど
もたちの携帯電話やスマートフォン等にかかわる実態調査を行っている。本事業は、
その調査結果から明らかになった問題の解決に向けて、館林市教育委員会と関係機関
とが協力して取り組んだ実践である。具体的には、携帯電話やスマートフォン、ゲー
ム機等の安全な使用を目指して、関係機関７団体による「子どもたちを守るための緊
急アピール」を提案したものである。この提案を契機に、児童生徒が問題を自分のこ
ととして考えられるようにするとともに、児童生徒の主体的な取組や問題の解決に向
けた気運の醸成を図っていくものである。 

１ 本事業に取り組んだ理由（課題を含めて） 

 毎年、本市において、小学校６年生と中学校３年生の児童生徒及び保護者を対象に、
子どもたちの携帯電話やスマートフォン等にかかわる実態調査を行っている。その調
査結果から、本市の小・中学生の携帯電話やスマートフォンの所有率が年々増加する
傾向にあり、中学３年生では全国平均を大きく上回っていることが分かった。さらに、
携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等にかかわる使用時間や交流サイトにおけるト
ラブルから、学習面や友人関係、生活習慣など様々な問題が起きていることも明らか
になった。これらの問題の解決は、本市における喫緊の教育課題であり、具体的な方
策を講じていく必要があった。 
 しかし、児童生徒は、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等をあらゆる機会に、
あらゆる場所で使用する。また、使用する時間帯や一日の使用時間も様々である。こ
のような実態に対して、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等の安全な使用に向け
て、学校だけの指導では困難を窮め、限界もあった。 
 そこで、本市では子どもたちを取り巻く様々な問題の解決に向けて、大人が協力し
て子どもたちを守っていくことが重要であると考え、館林市教育委員会をはじめ、関
係団体が協力した本事業の取組を展開することとした。 

２ 実施スケジュール 

年    月  日 内     容 

平成 
２６年 

 ○ ５月 ８日～ 
   ５月２０日 

 ○「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の実施 

 ○ ７月 ４日 
 ○「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の結果報告と 
  関係資料の活用 

 ○ ７月３１日 
 ○定例教育委員会で【子どもたちを守るための緊急アピール】の取組 
  について協議 

～ 考えよう 家族みんなで スマホのルール ～ 



３ 事業展開     

(1)「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の実施 
   
 ○調査対象 全小学校６年生と全中学校３年生と調査対象児童生徒の保護者 
  【図１】 
 ○調査期間 平成２６年５月８日～５月２０日 

【図１ 平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査用紙（児童生徒用）の一部】 

(2)「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の結果 
 報告と関係資料の活用 

年    月  日 内     容 

平成 
２６年 

 ○ ８月２５日 
 ○校長会議で、問題の解決に向けた児童生徒の主体的な取組について 
  依頼 

 ○ ８月２８日～ 
  １０月 ６日 

 ○関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の取組の説明 
  と協力依頼 

 ○１１月  ○各学校の児童生徒の主体的な取組状況を集約 

 ○１２月 ８日 
 ○「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマホ・ 
  ゲーム機等の安全な使用について」の通知 

平成 
２７年 

 ○ １月２７日  ○リーフレット「情報通信の安心安全な利用のための標語」の配布 

 ○ １月２８日 
 ○「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う自校の取組 
  について情報交換 

 ○ ２月 ５日～ 
   ３月１９日 

 ○関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の通知に伴う 
  取組状況について経過報告 

 ○ ２月１９日  ○「館林市いじめ防止子ども会議」の開催 

 ○７月校長会議で調査結果の報告及び関係資料の活用について依頼 
 ○各学校へ送付した関係文書 
  ・「館林市全体」と「自校用」の２種類の結果を送付【図２】  
  ・「子どもケータイ・スマホ 家庭で話し合いましょう。」【図３】 



【図３ 「子どもケータイ・スマホ 家庭で話し合いましょう。」の一部】 

　２　あなたは次のそれぞれについて、１日にどのくらい利用していますか。　  
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(3)関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の取組 
 に向けて説明と協力依頼 
 
 ①７月３１日「定例教育委員会」 
  ・多くの関係期間が協力して、子どもたちを守るという本事業の方向性を決める。 
  
 ②８月２５日「小・中学校の校長会」で本事業の説明と次の内容を依頼 
  ・ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安全な使用に向けて、問題の解決に向けた児 
   童生徒の主体的な取組 
 
 ③関係機関に次の日程で協力依頼 
  ・ ８月２８日 「館林市子ども会育成団体連絡協議会」 
  ・ ９月１８日 「館林市小中学校ＰＴＡ連合会」 
  ・ ９月 ５日 「館林市青少年センター補導員会」 
  ・１０月 ６日 「館林市青少年育成推進員連絡協議会」 

【図２ 平成２６年度館林市ケータイ・ 

    スマホ等実態調査結果の一部】 

〔調査結果より〕 
 ■ケータイ・スマホ等の所有率が年々増加している。 
 ■中学校３年生の所有率は全国を大きく上回る。 
 ■中学校３年生では、ケータイ・スマホの利用時間が増えると勉強が分からないと回答す 
  る生徒の割合も増加している。 



〔関係機関への説明内容〕 
 〇「平成２６年度館林市ケータイ・スマホ等実態調査」の結果  
 〇ケータイ・スマホ・ゲーム機等に関する他市町村の取組を紹介 
 〇「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安  
  全な使用について」の通知内容を説明 
 〇今後の取組について説明 
 
  

(4)各学校の児童生徒の主体的な取組状況を集約 
 
 〇７団体による大人の一方的な提案にならないように、各学校における児童生徒の  
  主体的な取組状況を定期的に把握し、【子どもたちを守るための緊急アピール】 
  の通知の時期について検討。・・・啐啄同時 
                  ※そったくどうじ・・・絶妙なタイミングを示す表現 

 

(5)「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマ 
 ホ・ゲーム機等の安全な使用について」を通知 
 
 〇平成２６年１２月８日に館林市立小・中学校１６校に通知  
 〇配布文書 
  ・「【子どもたちを守るための緊急アピール】ケータイ・スマホ・ゲーム機等の  
   安全な使用について（提案）」【図４】 
  ・「子どもケータイ・スマホ 家庭で話し合いましょう。」【図３】 

〔通知に際して各学校に依頼した内容〕 
 〇「ケータイ・スマホ等実態調査結果」や危険性、児童生徒が抱えるトラブルや悩  
  み等を具体的に示し、児童生徒に問題提起すること。 
 〇児童生徒が問題の解消に向けて真剣に話し合う集団決定の場を設ける等、児童生  
  徒の主体的な取組を促すこと。 

【図４「子どもたちを守るための緊急アピール」ケータイ・スマホ・ゲーム機等の安全な使用について】 



(6)リーフレット「情報通信の安 
 心安全な利用のための標語」の 
 作成 
 
 〇各小・中学校から選出された代表作品を 
  用いて、リーフレット「情報通信の安心 
  安全な利用のための標語」を作成。 
  平成２７年１月２７日に各学校へ配布。 
  【図５】 

【図５ 情報通信の安心安全な利用のための標語】 

 標語の作成を通して、児童生徒が
ケータイ・スマホ・ゲーム機等に係る
問題を自分のこととして考えられるよ
うにするとともに、児童生徒の主体的
な取組や問題の解決に向けた気運の醸
成を図っていく。 

(7)「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う自校 
 の取組について情報交換 
 〇平成２７年１月２８日「第２回小・中生徒指導担当者会議」において情報交換 
  を実施。 
 〇各校の取組状況を次の別紙様式にまとめて持参。 

〔配布に際して、各学校に依頼した内容〕 
 ○中学校入学説明会や保護者会等で活用す 
  ること。 
 ○児童生徒に配布する場合は、資料を基に 
  した話合いを家庭でもつように指導する 
  こと。 
 〇その他として、市内すべての公民館に掲 
  示を依頼。 
  
 
  
  
  

（別紙様式） 
「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う自校の取組 

 
学校名 館林市立    学校  

 
※「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知に伴う、自校の取組について回答する。 
〔中心の児童生徒・実施学年・取組の概要・アンケートの実施など〕 
 
 ■児童生徒の取組などについて 
 
 ■保護者に対する取組や啓発活動などについて 
  ⇒児童生徒や保護者に変容などはあったでしょうか。また、その変容や実態をどのよう 
   に把握しましたか。 
 
 以上のような内容について、情報提供をお願いします。 
 
 〇中心的な児童生徒 〇実施学年 〇緊急アピールの配布に伴う取組 
 〇変容とその把握方法 など 



(8)関係機関に【子どもたちを守るための緊急アピール】の通知 
 に伴う取組状況について経過報告 
 
 〇関係機関に、取組状況と児童生徒の変容について経過報告を次の日程で行った。 
  ・２月 ５日 「館林市青少年育成推進員連絡協議会」 
  ・２月２４日 「館林市子ども会育成団体連絡協議会」  
  ・２月２６日 「小・中学校長会」           
  ・３月 ６日 「館林市青少年センター補導員会」   
  ・３月１９日 「館林市小中学校ＰＴＡ連合会」  

(9)「館林市いじめ防止子ども会議」の 
 開催 
 
 〇平成２７年２月１９日に開催。 
 ○テーマ「考えよう、ケータイ・スマホ等のネット 
      いじめ」 
 〇参加者 市内小・中学校（代表児童生徒２名） 
      市内小・中学校の担当教員 
      関係機関、保護者、教育委員会 

【班別協議の様子】 

〔協議の様子〕 
 前半は、各校のネットいじめの実態や現在学校で取り組んでいること、これから
取り組みたいこと等について、持参資料を基に情報交換をした。 
 後半は、課題に対して、私たちにできることは何かを協議した。また、来賓（９
名）や保護者も各班に入り、一緒に協議をした。 
 各班で話し合った内容を各学校へ持ち帰り、さらに各学校でのいじめ防止活動を
発展させていくことを約束した。 

４ 事業の成果（効果） 

【 小 学 校 】 

主
な
取
組 

 
【児童会本部等の取組】 
  ■児童会本部で自分たちにできる取組について話し合った。（ルール作りとその掲示を予定） 
  ■児童集会等･･･保健委員会でゲームの悪影響について劇や説明を行った。  
 
【学級活動】 
  ■「緊急アピール」を基に、学級活動で危険性や問題点、必要性について話し合った。 
  
【標語・スローガンの作成】 
  ■全児童が標語を作成し、代表作品を廊下に掲示したり、全校集会で紹介したりした。 
  
【保護者への啓発等】 
  ■学校公開日等の取組、懇談会の取組、各種たより、ホームページの活用など 
 
【その他】 
  ■家庭学習の充実を図る中で、ノーテレビ・ノーゲームデーを積極的に取り組んだ。 



【 小 学 校 】 

主
な
変
容 

 
【家庭に関して】 
  ■「緊急アピール」を基に、親子で話合い、新たなルールを決めた家庭や今までのルールを見直  
   した家庭が多かった。 
 
【児童に関して】 
  ■改善 
   ○１日当たりの使用時間が減った。 ○午後９時までなど、使用時間帯を決めたり、短くした 
    りした。  
   ○使用の曜日を決めた。（日曜日だけ使用や平日だけ使用 など） 
  ■学級等の実態 
   ○クラス全員が守れそうな決まりを作り、クラスに掲示した。（週○時間以内。午後９時以降 
    は使わない等） 

【 中 学 校 】 

主
な
取
組 

 
【生徒会本部等の取組】 
  ■各学級で話し合った結果を生徒総会で発表。その意見を生徒総会の資料と生徒会新聞に掲載し 
   た。 
  
【学級活動】 
  ■全校一斉に、学級活動を実施。共通の指導案・ワークシートを活用して、スマホ等に関する課 
   題や利用について話し合った。 
   
【標語・スローガンの作成】 
  ■自分自身の課題を見つけ、改善の具体策を考えさせ、生活習慣の確立を目指す提言を書かせた。
 
【保護者への啓発等】 
  ■各学年生徒指導担当が「緊急アピール」をベースにパワーポイントを作成し、学年保護者会 
  （保護者の隣に生徒が座る）で説明した。 
  
【その他】 
  ■毎週「３減運動」の振り返りシートを活用して、自分自身の取組状況を確認し、意識の向上を  
   図っている。 
 

主
な
変
容 

 
【家庭に関して】 
  ■学年保護者会後、様々な保護者から感謝の言葉があった。 
  
【児童に関して】 
  ■改善 
   ○「緊急アピール」やそれ以前の継続的な取組から、スマホ等やＳＮＳに関するトラブルが激 
    減している。 
  ■意識の高揚 
   ○生徒が主体となって、きまりやスローガンを作成し、生徒自身がそれを守ろうとしている。 
   ○宣言の内容・・・家族とのきまりを守ることを誓います。 ・人権を損なうような書き込み 
    や人のプライバシーを侵害するような使い方はしません。 ・使った時間以上に勉強します。
    など。 



５ 事業を成功させるためのポイント 

○児童生徒は、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等をあらゆる機会にあらゆる場 
 所で使用する。そこで、学校と家庭、地域が児童生徒の実態と問題点を共通理解し、 
 問題の解決に向けて共通実践していくことが重要であると考える。  
 
〇関係機関に協力を得る際、関係機関の理事会や幹事会などに直接出向き、具体的な 
 説明と協力依頼をした。この活動によって、すべての関係機関が実態を把握するこ 
 とができ、問題の解決に向けて、連携した取組を展開することができたと考える。  
 
〇大人の一方的な通知では、本事業の取組は児童生徒に浸透しないと考える。そこで、 
 ケータイ・スマホ・ゲーム機等にかかわる危険性や児童生徒が抱えるトラブルや悩 
 み等について具体的に示し、児童生徒に問題提起をした。そして、児童生徒が問題 
 の解決に向けて真剣に話し合う集団決定の場を設ける等、児童生徒の主体的な取組 
 を促した。 

６ 今後の展開（継続・発展させていくために） 

〇「子どもたちを守るための緊急アピール」の通知だけでは、ケータイ・スマホ・ 
 ゲーム機等の安全な使用に向けて、児童生徒の意識を保ち続けることは困難である。 
 そのため、通知後に次のような取組を行った。 
 
 ・すべての小中学校から標語を募り、リーフレットを作成した。  
 ・各学校の取組について情報交換を行い、自校の取組に生かした。  
 ・「いじめ防止子ども会議」を開催し、児童生徒が自校の取組を発表し、問題の解   
  決に向けて話し合った。 
 
 これらの活動を通して、児童生徒の意識の高揚を図ってきた。今後も、問題の解決 
 に向けて、各学校における児童生徒の主体的な取組と意識の高揚を図っていくため 
 に、意図的・計画的な取組を展開していきたいと考える。 
 
〇関係機関に協力を得るだけでなく、その後の各学校の取組と児童生徒の変容等につ 
 いても経過報告を行った。そのことによって、すべての関係機関が現状を把握する 
 ことができ、問題の解決に向けて、それぞれの役割を果たしながら連携した取組を 
 展開することができていると考える。今後も、定期的な情報交換の場を設け、共通 
 理解を図りながら、児童生徒の現状に即した取組を展開していきたいと考える。 


